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七
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号

増

刊
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福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
十
一
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
治
団

体
の
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の

と
お
り
公
表
す
る
。

　
　
　
　
選
挙
管
理
委
員
会

○
政
治
団
体
の
設
立
届　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
市
町
村
支
援
課
）…

…
…
…
…

一

○
政
治
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
届　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
市
町
村
支
援
課
）…

…
…
…
…

一

○
政
治
団
体
の
解
散
届　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
市
町
村
支
援
課
）…
…
…
…
…

三

○
資
金
管
理
団
体
の
指
定
届　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
市
町
村
支
援
課
）…

…
…
…
…

三

○
資
金
管
理
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
届　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
市
町
村
支
援
課
）…

…
…
…
…

四

○
資
金
管
理
団
体
の
指
定
取
消
届　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
市
町
村
支
援
課
）…

…
…
…
…

四

　
福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
十
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
治
団

体
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
そ
の
名
称
等
を
次
の
と
お

り
公
表
す
る
。

　
　

平
成
二
十
八
年
二
月
二
十
三
日

福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長　
　

藤　

井　

克　

已　
　

選
挙
管
理
委
員
会

　
　

平
成
二
十
八
年
二
月
二
十
三
日

福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長　
　

藤　

井　

克　

已　
　

目
　
　
　
次

㈠　

政
党
の
支
部

　

イ　

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
以
外
の
政
党
の
支
部

㈡　

そ
の
他
の
政
治
団
体
（
政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
）

　

イ　

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
以
外
の
政
治
団
体

政
治
団
体
の
名
称

代
表
者

の
氏
名

会
計
責
任

者
の
氏
名

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

一
以
上
の
市
町

村
等
の
区
域
を

単
位
と
し
て
設

け
ら
れ
る
支
部

届
出
年
月
日

自
由
民
主
党
福
岡

県
中
間
市
第
一
支

部

片
岡　

誠
二

久
我　

昭
子

福
岡
県
中
間
市
上
蓮

花
寺
一―

二―

一
ク

リ
エ
ー
ト
タ
ウ
ン
ビ

ル
一
Ｆ

○

二
七
、　

八
、
一
〇

安
藤
か
ず
ひ
さ
後
援

会

田
村　

敏
則

青
木　

保
男

福
岡
県
糟
屋
郡
粕
屋
町
仲
原
三―

八

―

一

二
七
、　

八
、
二
四

武
内
幸
次
郎
後
援
会

定
野　
　

篤

武
内　

三
男

福
岡
県
京
都
郡
苅
田
町
大
字
上
片
島

二
二
二
二―

二

二
七
、　

八
、
二
〇

中
尾
昌
弘
後
援
会

中
尾　

昌
弘

中
尾　

敬
子

福
岡
県
大
牟
田
市
浄
真
町
八
五
コ
ア

マ
ン
シ
ョ
ン
浄
真
町
五
〇
七
号

二
七
、　

八
、
一
〇

平
田
や
す
お
後
援
会

平
田　

康
雄

平
田　

孝
康

福
岡
県
三
井
郡
大
刀
洗
町
大
字
今
七

五
七

二
七
、　

八
、
一
一

ま
す
た
に
忠
明
後
援

会

吉
田　

敏
行

熊
井　

幸
代

福
岡
県
京
都
郡
苅
田
町
与
原
二―

一

一―

一
二

二
七
、　

八
、
一
八

松
熊
武
比
古
後
援
会

秋
吉　

茂
記

四
ヶ
所
和
恵

福
岡
県
三
井
郡
大
刀
洗
町
大
字
守
部

六
九
〇

二
七
、　

八
、
二
七

丸
山
し
ゅ
う
じ
後
援

会

丸
山　

修
二

丸
山　

京
子

福
岡
県
八
女
郡
広
川
町
大
字
日
吉
三

〇
五

二
七
、　

八
、
二
六

森
山
す
ぐ
る
後
援
会

森
山　
　

賢

市
場　

脩
二

福
岡
県
行
橋
市
大
字
流
末
一
二
〇
〇

―

一

二
七
、　

八
、　

七

政
治
団
体
の
名
称

代
表
者

の
氏
名

会
計
責
任

者
の
氏
名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

届
出
年
月
日
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福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
十
一
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
治
団

体
の
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の

と
お
り
公
表
す
る
。

　
　

平
成
二
十
八
年
二
月
二
十
三
日

福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長　
　

藤　

井　

克　

已　
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福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
十
三
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
資
金

管
理
団
体
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
そ
の
名
称
等
を

次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

　
　

平
成
二
十
八
年
二
月
二
十
三
日

福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長　
　

藤　

井　

克　

已　
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福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
十
五
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
資
金

管
理
団
体
の
指
定
の
取
消
し
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き

、
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

　
　

平
成
二
十
八
年
二
月
二
十
三
日

福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長　
　

藤　

井　

克　

已　
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▎
▎
▎
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▎
▎
▎
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福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
十
四
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
九
条
第
三
項
第
三
号
の
規
定
に
よ

る
資
金
管
理
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定

に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

　
　

平
成
二
十
八
年
二
月
二
十
三
日

福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長　
　

藤　

井　

克　

已　
　

政
治
団
体

の
名
称

代
表
者

の
氏
名

異
動
事
項

新

旧

異
動
年
月
日

公
明
党
福
岡

県
本
部

木
庭
健
太
郎

主
た
る
事
務
所

の
所
在
地

福
岡
県
福
岡
市
東
区

箱
崎
一―

一―

一
五

福
岡
県
福
岡
市
博

多
区
博
多
駅
前
四

丁
目
三
六―

三
一

志
多
ビ
ル
二
Ｆ

二
七
、　

八
、
一
〇

民
主
党
福
岡

県
第
３
区
総

支
部

大
久
保　

勉

代
表
者
の
氏
名

公
職
の
種
類
（

第
一
号
）　

大
久
保　

勉

参
議
院
議
員

藤
田　

一
枝

衆
議
院
議
員

二
七
、　

八
、
一
八

民
主
党
福
岡

県
第
１
総
支

部

山
本　

剛
正

主
た
る
事
務
所

の
所
在
地

福
岡
県
福
岡
市
東
区

馬
出
四―

一
〇―

七

福
岡
県
福
岡
市
博

多
区
博
多
駅
東
三

―

九―

三―

七
〇

一

二
七
、　

八
、　

一

㈠　

政
党
の
支
部

政
治
団
体
の

名
称

代
表
者

の
氏
名

異
動
事
項

新

旧

異
動
年
月
日

飯
盛
利
康
後
援

会

飯
盛　

利
康

主
た
る
事
務
所

の
所
在
地

福
岡
県
福
岡
市
南

区
長
住
三―

一
〇

―

二
〇
四

福
岡
県
福
岡
市
南

区
長
住
二―

二
二

―

六

二
七
、　

八
、　

一

岩
谷
き
よ
し
後

援
会

松
下　
　

清

代
表
者
の
氏
名

会
計
責
任
者
の

氏
名

松
下　
　

清

岩
谷　
　

潔

岩
谷　
　

潔

山
下　

和
代

二
七
、　

八
、
一
〇

因
き
よ
の
り
後

援
会

因　
　

清
範

主
た
る
事
務
所

の
所
在
地

福
岡
県
糟
屋
郡
粕

屋
町
若
宮
一―

四

―

一
一

福
岡
県
糟
屋
郡
粕

屋
町
大
字
江
辻
一

九
一

二
七
、　

八
、
一
七

か
わ
の
祥
子
後

援
会

河
野　

祥
子

国
会
議
員
関
係

政
治
団
体
の
区

分

法
第
十
九
条
の
七

第
一
項
第
一
号
及

び
第
二
号
に
係
る

国
会
議
員
関
係
政

治
団
体
以
外
の
政

治
団
体

二
六
、
一
一
、
一
七

公
職
の
種
類
（

第
一
号
）

公
職
の
候
補
者

の
氏
名
及
び
公

職
の
種
類
（
第

二
号
）

衆
議
院
議
員

河
野　

祥
子
、
衆

議
院
議
員

国
会
議
員
関
係
政

治
団
体

㈡　

そ
の
他
の
政
治
団
体
（
政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
）

か
わ
の
祥
子
後

援
会

河
野　

祥
子

国
会
議
員
関
係

政
治
団
体
の
区

分

国
会
議
員
関
係
政

治
団
体
以
外
の
政

治
団
体

法
第
十
九
条
の
七

第
一
項
第
一
号
及

び
第
二
号
に
係
る

国
会
議
員
関
係
政

治
団
体

二
六
、
一
二
、
二
六

か
わ
の
義
博
後

援
会

河
野　

義
博

会
計
責
任
者
の

氏
名

和
嶋　

公
男

清
水　

康
児

二
七
、　

八
、
一
〇

柴
田
ま
さ
の
り

後
援
会

柴
田　

正
詔

主
た
る
事
務
所

の
所
在
地

福
岡
県
遠
賀
郡
水

巻
町
猪
熊
九―

二

―

四
五

福
岡
県
遠
賀
郡
水

巻
町
猪
熊
三―

三

〇
〇

二
七
、　

八
、　

八

田
中
な
お
き
後

援
会

田
中　

秀
子

代
表
者
の
氏
名

田
中　

秀
子

渡
辺　

武
夫

二
七
、　

八
、　

一

西
村
か
ず
こ
後

援
会

鍋
嶋　
　

明

政
治
団
体
の
名

称代
表
者
の
氏
名

西
村
か
ず
こ
後
援

会鍋
嶋　
　

明

西
村
か
ず
こ
を
励

ま
す
会

永
岡　

正
光

二
七
、　

七
、
一
二

日
本
弁
護
士
政

治
連
盟
福
岡
県

支
部

福
島　

康
夫

政
治
団
体
の
名

称

日
本
弁
護
士
政
治

連
盟
福
岡
県
支
部

日
本
弁
護
士
政
治

連
盟
九
州
支
部

二
七
、　

八
、
二
二

福
岡
県
商
工
政

治
連
盟
那
珂
川

町
支
部

谷
源　

芳
彦

代
表
者
の
氏
名

会
計
責
任
者
の

氏
名

谷
源　

芳
彦

斎
藤　

和
男

橋
本　
　

悟

谷
源　

芳
彦

二
七
、　

八
、
二
四

春
本
た
け
お
後

援
会

春
本
美
由
生

主
た
る
事
務
所

の
所
在
地

代
表
者
の
氏
名

会
計
責
任
者
の

氏
名

福
岡
県
田
川
郡
赤

村
大
字
内
田
二
一

五
八―

三

春
本
美
由
生

寿
崎　

祥
子

福
岡
県
田
川
郡
赤

村
大
字
内
田
二
〇

八
九

春
岡　

政
弘

船
原　
　

務

二
七
、　

八
、
一
六

資
金
管
理
団

体
の
届
出
を

し
た
者
（
代

表
者
）
の
氏

名
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▎
▎
▎
▎
▎
▎　

　
福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
十
三
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
資
金

管
理
団
体
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
そ
の
名
称
等
を

次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

　
　

平
成
二
十
八
年
二
月
二
十
三
日

福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長　
　

藤　

井　

克　

已　
　

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎　

　
福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
十
二
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
治

団
体
の
解
散
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

　
　

平
成
二
十
八
年
二
月
二
十
三
日

福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長　
　

藤　

井　

克　

已　
　

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎　

　
福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
十
五
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
資
金

管
理
団
体
の
指
定
の
取
消
し
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き

、
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

　
　

平
成
二
十
八
年
二
月
二
十
三
日

福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長　
　

藤　

井　

克　

已　
　

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎　

　
福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
十
四
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
九
条
第
三
項
第
三
号
の
規
定
に
よ

る
資
金
管
理
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定

に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

　
　

平
成
二
十
八
年
二
月
二
十
三
日

福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長　
　

藤　

井　

克　

已　
　

藤
田
一
枝
後
援

会

藤
田　

一
枝

主
た
る
事
務
所

の
所
在
地　
　

福
岡
県
福
岡
市
早

良
区
室
見
五―

七

―

五―

二
〇
三

福
岡
県
福
岡
市
早

良
区
飯
倉
三
丁
目

一―

二
六

二
七
、　

七
、　

一

ま
つ
お
か
久
後

援
会

松
岡　
　

久

主
た
る
事
務
所

の
所
在
地　
　

福
岡
県
田
川
郡
糸

田
町
四
〇
四
五―

一
三
一

福
岡
県
田
川
郡
糸

田
町
二
九
五
〇

二
七
、　

八
、　

一

み
や
は
ら
信
孝

後
援
会

宮
原　

信
孝

主
た
る
事
務
所

の
所
在
地　
　

福
岡
県
久
留
米
市

篠
山
町
一
五
八―

三

福
岡
県
久
留
米
市

東
町
三
四―

五
三

二
七
、　

八
、
二
七

み
や
は
ら
信
孝

を
応
援
す
る
会

清
川　

兼
輔

主
た
る
事
務
所

の
所
在
地　
　

福
岡
県
久
留
米
市

篠
山
町
一
五
八―

三

福
岡
県
久
留
米
市

東
町
三
四―

五
三

二
七
、　

八
、
二
七

山
本
剛
正
後
援

会

山
本　

剛
正

主
た
る
事
務
所

の
所
在
地　
　

福
岡
県
福
岡
市
東

区
馬
出
四―
一
〇

―

七　

福
岡
県
福
岡
市
博

多
区
博
多
駅
東
三

―

九―

三―

七
〇

一

二
七
、　

八
、　

一

㈡　

そ
の
他
の
政
治
団
体
（
政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
）

政　
　

治　
　

団　
　

体　
　

の　
　

名　
　

称

代
表
者

の
氏
名

解
散
年
月
日

鰺
坂
省
治
後
援
会

あ
り
た
浩
二
後
援
会

五
十
嵐
多
喜
子
後
援
会

宇
田
川
亮
後
援
会

か
わ
の
祥
子
後
援
会

高
木
淳
也
後
援
会

手
嶋
源
五
後
援
会

那
須
和
也
後
援
会

ひ
ろ
せ
早
美
後
援
会

邦
満
政
経
懇
話
会

前
川
健
太
後
援
会

ま
す
た
に
忠
明
後
援
会

宮
野
一
男
後
援
会

渡
辺
和
幸
後
援
会

鰺
坂　

省
治

有
田　

惠
子

五
十
嵐
多
喜

子西
藤　

典
子

河
野　

祥
子

高
木　

淳
也

杷
野　

享
三

那
須　

和
也

廣
瀬　

早
美

井
本　

邦
彦

前
川　

健
太

金
丸　

裕
之

仲
谷　

幸
三

渡
辺　

和
幸

二
七
、　

七
、
三
一

二
七
、　

八
、　

六

二
七
、　

六
、
二
二

二
七
、　

七
、
三
一

二
七
、　

七
、
三
一

二
七
、　

七
、
二
〇

二
七
、　

七
、
一
一

二
七
、　

七
、
三
一

二
七
、　

七
、
三
一

二
七
、　

八
、
三
一

二
七
、　

七
、
三
〇

二
三
、
一
〇
、　

一

二
七
、　

七
、
三
一

二
七
、　

七
、
三
一

資
金
管
理
団

体
の
届
出
を

し
た
者
（
代

表
者
）
の
氏

公
職
の
種
類

資
金
管
理
団
体
の

名
称

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

指
定
年
月
日

㈠　

政
党
の
支
部

政　
　

治　
　

団　
　

体　
　

の　
　

名　
　

称

代
表
者

の
氏
名

解
散
年
月
日

自
由
民
主
党
福
岡
県
太
宰
府
市
第
一
支
部

井
本　

邦
彦

二
七
、　

八
、
三
一

名



平成 28 年 2 月 23 日　火曜日 第３７７０号 増刊①福 岡 県 公 報 ４

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎　

　
福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
十
三
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
資
金

管
理
団
体
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
そ
の
名
称
等
を

次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

　
　

平
成
二
十
八
年
二
月
二
十
三
日

福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長　
　

藤　

井　

克　

已　
　

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎　

　
福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
十
五
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
資
金

管
理
団
体
の
指
定
の
取
消
し
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き

、
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

　
　

平
成
二
十
八
年
二
月
二
十
三
日

福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長　
　

藤　

井　

克　

已　
　

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎　

　
福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
十
四
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
九
条
第
三
項
第
三
号
の
規
定
に
よ

る
資
金
管
理
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定

に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

　
　

平
成
二
十
八
年
二
月
二
十
三
日

福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長　
　

藤　

井　

克　

已　
　

㈠　

法
第
十
九
条
第
三
項
第
一
号
に
よ
る
届
出

資
金
管
理
団

体
の
届
出
を

し
た
者
（
代

表
者
）
の
氏

飯
盛　

利
康

飯
盛
利
康
後
援

会

二
七
、　

八
、　

一

主
た
る
事
務
所

の
所
在
地

福
岡
県
福
岡
市
南

区
長
住
三―

一
〇

―

二
〇
四

福
岡
県
福
岡
市
南

区
長
住
二―

二
二

―

六

因　
　

清
範

因
き
よ
の
り
後

援
会

二
七
、　

八
、
一
七

主
た
る
事
務
所

の
所
在
地

福
岡
県
糟
屋
郡
粕

屋
町
若
宮
一―

四

―

一
一

福
岡
県
糟
屋
郡
粕

屋
町
大
字
江
辻
一

九
一

柴
田　

正
詔

柴
田
ま
さ
の
り

後
援
会

二
七
、　

二
、　

九

主
た
る
事
務
所

の
所
在
地

福
岡
県
遠
賀
郡
水

巻
町
猪
熊
三―

三

〇
〇

福
岡
県
遠
賀
郡
水

巻
町
猪
熊
九―

二

―

四
五

柴
田　

正
詔

柴
田
ま
さ
の
り

後
援
会

二
七
、　

八
、　

八

主
た
る
事
務
所

の
所
在
地

福
岡
県
遠
賀
郡
水

巻
町
猪
熊
九―

二

―

四
五

福
岡
県
遠
賀
郡
水

巻
町
猪
熊
三―

三

〇
〇

田
中　

大
雅

十
中
大
雅
後
援

会

一
九
、　

八
、　

八

主
た
る
事
務
所

の
所
在
地

福
岡
県
久
留
米
市

城
南
町
一
二―

二

六
セ
イ
コ
ー
コ
ー

福
岡
県
久
留
米
市

城
南
町
一
二―

二

六

資
金
管
理
団
体
の
届
出

を
し
た
者
の
氏
名

資　

金　

管　

理　

団　

体　

の　

名　

称

取
消
年
月
日

五
十
嵐
多
喜
子

井
本　

邦
彦　

高
木　

淳
也　

前
川　

健
太　

五
十
嵐
多
喜
子
後
援
会

邦
満
政
経
懇
話
会

高
木
淳
也
後
援
会

前
川
健
太
後
援
会

二
七
、　

六
、
二
二

二
七
、　

八
、
三
一

二
七
、　

七
、
二
〇

二
七
、　

七
、
三
〇

名中
尾　

昌
弘

大
牟
田
市
長

中
尾
昌
弘
後
援
会

福
岡
県
大
牟
田
市
浄
真
町
八
五
コ
ア
マ

ン
シ
ョ
ン
浄
真
町
五
〇
七
号

二
七
、　

八
、　

九

平
田　

康
雄

大
刀
洗
町
議

会
議
員

平
田
や
す
お
後
援

会

福
岡
県
三
井
郡
大
刀
洗
町
大
字
今
七
五

七

二
七
、　

八
、
一
〇

資
金
管
理
団

体
の
届
出
を

し
た
者
の
氏

名

資
金
管
理
団
体

の
名
称

異
動
年
月
日

異
動
事
項

新

旧

ポ
四
Ｆ

藤
田　

一
枝

藤
田
一
枝
後
援

会

二
七
、　

七
、　

一

主
た
る
事
務
所

の
所
在
地

福
岡
県
福
岡
市
早

良
区
室
見
五―

七

―

五―

二
〇
三

福
岡
県
福
岡
市
早

良
区
飯
倉
三
丁
目

一―

二
六

宮
原　

信
孝

み
や
は
ら
信
孝

後
援
会

二
七
、　

八
、
二
七

主
た
る
事
務
所

の
所
在
地

福
岡
県
久
留
米
市

篠
山
町
一
五
八―

三

福
岡
県
久
留
米
市

東
町
三
四―

五
三

山
本
眞
智
子

山
本
ま
ち
子
後

援
会

一
六
、　

三
、
三
一

主
た
る
事
務
所

の
所
在
地

福
岡
県
北
九
州
市

八
幡
西
区
穴
生
一

―

六―

四―

七
〇

一

福
岡
県
北
九
州
市

八
幡
西
区
浅
川
学

園
台
一
丁
目
三
番

六
号

山
本
眞
智
子

山
本
ま
ち
子
後

援
会

二
六
、　

九
、
一
〇

主
た
る
事
務
所

の
所
在
地

福
岡
県
北
九
州
市

八
幡
西
区
穴
生
一

―

一
五―

一―

六

〇
五

福
岡
県
北
九
州
市

八
幡
西
区
穴
生
一

―

六―

四―

七
〇

一




